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は
じ
め
に

　

寒
冷
地
域
ゆ
え
木
綿
が
自
給
で
き
な
い
弘
前
藩
領
に
お
い
て
は
、
木
綿
は
他
地
域

か
ら
の
移
入
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
ず
、
一
般
民
衆
と
く
に
農
民
の
衣
料
と
し
て
は
麻

が
主
体
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
木
綿
あ
る
い
は
古
手
な
ど
の

木
綿
関
連
の
衣
料
や
衣
類
は
、
弘
前
藩
領
内
に
ど
の
程
度
移
入
さ
れ
て
い
た
の
か
。

ま
た
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
流
通
し
て
い
た
か
。
木
綿
・
古
手
類
の
移
入
お
よ
び
流

通
の
動
向
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
藩
政
時
代
に
お
け
る
一
般
民
衆
の
衣
服
史
研
究
に

有
益
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
該
地
域
の
海
運
史
研
究
を
深
め
る
上
で
重
要
で
あ
る
も

の
の
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
本
格
的
に
取
り
扱
っ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ

な
い）

1
（

。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
右
の
課
題
に
資
す
る
べ
く
、
弘
前
藩
に
よ
る
衣
服
規
制
の
あ

り
か
た
に
つ
い
て
確
認
し
た
う
え
で
、
弘
前
藩
領
に
お
け
る
木
綿
・
古
手
商
売
の
状

況
や
木
綿
・
古
手
販
売
業
者
の
存
在
形
態
、
木
綿
・
古
手
類
の
移
入
に
か
か
る
規
制

の
動
向
、
農
民
に
よ
る
木
綿
・
古
手
の
入
手
状
況
な
ど
の
諸
点
に
つ
い
て
検
討
し
、

そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

弘
前
藩
領
に
お
け
る
木
綿
・
古
手
類
の
移
入
お
よ
び
流
通
に
つ
い
て石　

山　

晃　

子

一　

弘
前
藩
に
よ
る
衣
服
の
規
制

　

弘
前
藩
領
に
お
け
る
木
綿
の
移
入
お
よ
び
流
通
の
動
向
を
と
ら
え
る
上
で
、
ま
ず

そ
の
消
費
者
で
あ
る
領
民
に
対
す
る
衣
服
規
制
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

　

弘
前
藩
に
お
け
る
衣
服
規
制
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。「
弘
前
藩
庁
日

記　

御
国
日
記
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
津
軽
家
文
書
、
以
下
「
国
日
記
」
と

略
記
）
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
六
月
二
十
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

一
、
衣
服
之
事
、
百
石
以
上
向
後
絹
・
紬
・
木
綿
可
着
之
、
百
石
よ
り
以
下
ハ

可
為
木
綿
、
此
外
堅
停
止
之
、
惣
而
下
々
之
者
ハ
半
ゑ
り
・
帯
等
に
至
迄
木

綿
之
外
可
為
無
用
事）

2
（

、

こ
れ
に
よ
れ
ば
役
高
一
〇
〇
石
以
上
の
藩
士
は
絹
・
紬
・
木
綿
を
着
用
す
る
こ
と
、

一
〇
〇
石
以
下
の
藩
士
は
木
綿
の
み
着
用
す
る
こ
と
、
そ
し
て
一
般
領
民
の
場
合
、

半
衿
・
帯
に
至
る
ま
で
木
綿
以
外
は
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　

弘
前
藩
に
お
け
る
衣
服
規
制
に
つ
い
て
は
、
黒
瀧
十
二
郎
氏
の
一
連
の
研
究）

3
（

に
詳

し
い
の
で
、
こ
れ
以
降
の
衣
服
規
制
の
変
遷
に
つ
い
て
は
同
氏
の
研
究
に
依
拠
し
て

概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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ま
ず
藩
士
の
場
合
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
八
月
、
先
年

藩
士
一
同
に
対
し
木
綿
の
着
用
を
命
じ
た
が
、
こ
の
度
は
紗
綾
・
縮
緬
等
の
着
用
は

役
高
一
〇
〇
〇
石
お
よ
び
側
用
人
に
、
絹
・
紬
等
は
三
〇
〇
石
以
上
の
者
に
認
め
る
。

ま
た
三
〇
〇
石
以
下
の
者
お
よ
び
妻
子
は
木
綿
を
着
用
す
る
こ
と
と
し
た
（「
国
日

記
」
同
月
二
十
六
日
条
）。
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
八
月
、
役
高
三
〇
〇
石
以
上

の
藩
士
に
木
綿
の
着
用
を
奨
励
（「
国
日
記
」
同
月
四
日
条
）
す
る
が
、
こ
れ
は
藩

財
政
の
窮
乏
と
寛
延
二
年
の
凶
作
の
影
響
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
享
和

三
年
（
一
八
〇
三
）
七
月
、
役
高
三
〇
〇
石
以
上
、
長
袴
以
上
の
者
は
木
綿
の
衣
服

を
着
用
し
、
羽
織
・
袴
等
は
桟
留
（
桟
留
縞
、
縞
織
の
綿
布
）・
川
越
平
（
絹
織
の

袴
地
）
よ
り
良
い
も
の
を
使
用
し
な
い
こ
と
。
二
〇
〇
石
以
上
、
熨
斗
目
以
上
は
木

綿
、
羽
織
は
紬
と
木
綿
、
袴
は
桟
留
・
小
倉
（
木
綿
織
物
）。
右
以
下
御
目
見
以
上

は
木
綿
、
袴
は
小
倉
木
綿
、
羽
織
は
並
木
綿
、
夏
は
な
る
べ
く
麻
布
を
使
用
す
る
こ

と
と
さ
れ
る
（「
国
日
記
」
同
月
十
二
日
条
）。
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
十
二
月
に

は
、
す
べ
て
の
藩
士
が
木
綿
の
衣
服
を
着
用
す
る
こ
と
を
命
じ
（「
国
日
記
」
同
月

十
五
日
条
）
倹
約
の
徹
底
化
を
図
る
と
と
も
に
、
先
の
享
和
三
年
七
月
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
役
の
高
等
に
応
じ
た
生
地
の
使
用
に
つ
い
て
の
詳
細
な
規
定
も
な
さ
れ
た
。

　

町
人
の
場
合
、
原
則
と
し
て
木
綿
の
衣
服
を
着
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
寛
政
二

年
（
一
七
九
〇
）
二
月
、
御
用
達
お
よ
び
町
名
主
等
の
有
力
町
人
に
つ
い
て
、
下
着

は
小
袖
着
用
、
絹
・
紬
・
太
織
等
は
許
可
す
る
が
、
上
着
は
木
綿
製
の
み
と
し
た

（「
御
用
格
」
同
月
十
一
条
）。
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
三
月
、
町
人
が
贅
沢
な
衣

服
を
着
用
す
る
風
潮
が
農
民
に
も
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
町
人
は
男
女

と
も
に
並
木
綿
の
み
と
さ
れ
た
。
同
時
に
農
民
は
「
上
張
」
や
「
布
小
巾
」
を
、
手

代
や
村
役
人
は
夏
・
冬
と
も
麻
布
の
羽
織
を
着
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（「
国
日

記
」
同
月
二
十
七
日
条
）。

　

そ
し
て
農
民
の
場
合
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
三
月
、
日
常
の
農
作
業
の
際

は
麻
布
を
着
用
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
五
節
句
な
ど
特
別
の
場
合
は
高
価
で
な
い
木

綿
の
着
用
を
許
可
し
て
い
る
（「
御
用
格
」
同
月
条
）。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
十

月
、
裕
福
な
者
や
老
人
に
は
木
綿
を
認
め
、
そ
の
ほ
か
の
者
に
対
し
て
は
、
肌
着
・

か
ぶ
り
も
の
・
帯
に
は
木
綿
の
使
用
を
許
可
し
た
（「
国
日
記
」
同
月
十
五
日
条
）。

さ
ら
に
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
二
月
、
手
織
の
木
綿
は
よ
ろ
し
い
が
、
麻
布
の
着

用
が
原
則
と
さ
れ
る
（「
国
日
記
」
同
月
二
十
五
日
条
）。
そ
し
て
寛
政
二
年
（
一
七

九
〇
）
二
月
、
男
女
と
も
麻
布
と
木
綿
の
両
方
を
着
用
す
る
こ
と
が
明
確
に
規
定
さ

れ
（「
国
日
記
」
同
二
月
十
一
日
条
）、
そ
の
後
幕
末
ま
で
同
様
の
規
定
が
多
数
み
え

る
。
こ
の
よ
う
に
、
農
民
に
関
し
て
は
寛
政
二
年
以
前
に
は
麻
布
の
着
用
が
原
則
で

あ
っ
た
も
の
の
、
寛
政
二
年
以
後
か
ら
は
、
麻
布
と
木
綿
の
併
用
が
認
め
ら
れ
た
と

さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
弘
前
藩
の
隣
藩
で
あ
る
盛
岡
藩
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
規
制

が
な
さ
れ
た
か
。
西
村
綏
子
氏
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
藩
士
の
場
合
、
前
期
は
藩
政
も
豊

か
で
生
活
も
安
定
し
て
い
た
た
め
か
絹
・
紬
・
布
・
木
綿
を
分
限
に
応
じ
て
着
用
し

て
い
た
。
後
期
に
は
次
第
に
規
制
が
厳
し
く
な
り
、
高
知
の
面
々
は
妻
女
と
も
絹
の

着
用
が
許
さ
れ
、
中
級
の
藩
士
は
妻
女
と
も
に
紬
、
下
級
藩
士
以
下
は
布
・
木
綿
の

み
を
許
さ
れ
た
。
そ
し
て
町
人
は
木
綿
を
着
用
、
百
姓
に
つ
い
て
は
、
常
に
布
・
木

綿
の
衣
服
を
ま
と
わ
さ
れ
て
お
り
、
百
姓
内
の
男
女
差
や
階
層
差
は
な
か
っ
た
と
し

て
い
る）

4
（

。
盛
岡
藩
に
よ
る
藩
士
、
町
民
、
農
民
に
対
す
る
基
本
的
な
衣
服
規
制
の
あ

り
か
た
と
弘
前
藩
の
場
合
と
で
は
、
さ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
。
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と
く
に
農
民
に
対
す
る
衣
服
規
制
に
つ
い
て
い
え
ば
、
幕
府
法
で
は
、
名
主
（
庄

屋
）
は
妻
子
と
も
に
絹
・
紬
ま
で
許
さ
れ
、
一
般
の
百
姓
は
布
・
木
綿
・
麻
と
さ
れ

た
。
帯
・
え
り
・
衣
服
の
裏
と
も
一
般
の
百
姓
に
は
絹
・
紬
は
御
法
度
で
、
布
・
木

綿
と
さ
れ
た
。
諸
藩
に
お
い
て
も
こ
の
規
制
が
必
ず
公
布
さ
れ
て
お
り
、
徹
底
し
た

公
布
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う）

5
（

。
弘
前
藩
の
場
合
、
当
初
、
農
民
を
含
む
一
般
領
民
に

対
し
て
木
綿
以
外
着
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
布
（
麻
や
葛
、
苧
な
ど

植
物
の
繊
維
で
織
っ
た
織
物
、
絹
に
対
し
て
い
う
）
の
着
用
に
つ
い
て
は
言
及
し
て

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、
農
民
の
場
合
は
寛
政
二
年
以
前
ま
で
麻
布
の

着
用
が
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
幕
府
法
同
様
、
一
般
領
民
に
対
し
て

絹
・
紬
の
着
用
を
禁
じ
た
も
の
と
解
釈
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
弘
前
藩
の
衣
服
規
制
の
あ
り
か
た
か
ら
、
領
内
に
お
け
る
木
綿
の

消
費
者
と
い
う
点
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
お
も
な
消
費
者
は
基
本
的
に
藩
士
お
よ
び

町
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
農
民
の
木
綿
着
用
が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
た
十
八
世
紀
末

頃
か
ら
は
、
農
民
も
木
綿
の
消
費
者
と
し
て
領
内
の
木
綿
市
場
に
反
映
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
農
民
に
対
し
て
、
手
織
の
木
綿
も
許
可
し
て
い
る

こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
当
時
の
農
村
部
に
は
、
綿
布
の
自
家
生
産
の
た
め
の
繰
綿
（
綿

繰
り
車
に
か
け
て
種
を
取
り
去
っ
た
だ
け
の
ま
だ
精
製
し
て
い
な
い
綿
）
や
打
綿

（
繰
綿
を
綿
弓
で
打
っ
て
不
純
物
を
取
り
除
き
柔
ら
か
な
繊
維
に
し
た
も
の
）
と

い
っ
た
木
綿
の
中
間
商
品
の
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点

か
ら
、
在
方
に
お
け
る
農
民
に
よ
る
木
綿
の
需
要
お
よ
び
消
費
量
は
、
十
八
世
紀
末

以
降
徐
々
に
増
大
し
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
よ
う
。

二　

弘
前
藩
領
に
お
け
る
木
綿
・
古
手
商
売
の
動
向

（
1
）
木
綿
・
古
手
商
売
の
状
況

　

弘
前
藩
領
に
お
け
る
木
綿
お
よ
び
古
手
商
売
は
い
か
な
る
状
況
で
あ
っ
た
か
。

「
封
内
事
実
秘
苑　

二
」
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
十
一
月
十
三
日
条
に
よ
れ
ば
、

木
綿
お
よ
び
小
間
物
は
青
森
に
お
い
て
売
買
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た）

6
（

。
藩
政
初
期
、

開
港
し
て
ま
も
な
い
青
森
が
領
内
に
お
け
る
木
綿
移
入
の
拠
点
で
あ
り
、
領
内
に
お

け
る
木
綿
の
流
通
経
路
を
担
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、「
国
日
記
」
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
三
月
二
十
三
日
条
に

み
え
る
、
青
森
・
平
館
・
三
馬
屋
・
鰺
ヶ
沢
・
深
浦
・
金
井
ヶ
沢
・
十
三
・
小
泊
の

各
沖
横
目
へ
の
申
渡
し
に
よ
れ
ば
、
諸
廻
船
の
水
主
が
「
私
物）

7
（

」
と
し
て
持
ち
込
む

「
木
綿
」
に
つ
い
て
、
一
〇
端
以
内
で
あ
れ
ば
十
分
一
役
は
免
除
と
し
て
い
る）

8
（

。
ま
た
、

翌
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
三
月
二
十
一
日
、
青
森
・
鰺
ヶ
沢
・
内
真
部
・
三
馬
屋

の
各
沖
横
目
へ
の
申
渡
し
に
よ
れ
ば
、「
木
綿
新
物
・
古
手
」
に
課
す
十
分
一
役
は

去
年
よ
り
「
固
役
」
と
し
、「
木
綿
新
物
・
古
手
」
や
「
綿
」
な
ど
は
一
櫃
に
つ
き

次
銀
三
匁
五
分
ず
つ
役
銀
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
て
い
る）

9
（

。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
寛
文
期
、
木
綿
・
古
手
類
は
青
森
、
平
館
、
三
馬
屋
、
鰺
ヶ
沢
、

深
浦
、
金
井
ヶ
沢
、
十
三
、
小
泊
、
内
真
部
な
ど
領
内
諸
湊
へ
入
津
す
る
諸
廻
船
の

水
主
の
私
物
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
る
場
合
と
、
諸
廻
船
の
商
売
荷
物
と
し
て
廻
漕
さ

れ
領
内
に
移
入
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
寛
文
期
に
至
り
、
木
綿

の
移
入
港
で
あ
る
青
森
ほ
か
八
港
を
通
じ
て
津
軽
領
内
に
お
け
る
木
綿
の
販
路
が
拡

大
、
木
綿
を
取
り
扱
う
廻
船
業
者
の
商
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

や
や
時
代
は
下
る
が
、「
国
日
記
」
宝
暦
四
年（
一
七
五
四
）二
月
十
二
日
条
に
は
、
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在
方
で
の
木
綿
お
よ
び
小
間
物
見
世
を
禁
止
し
た）

10
（

と
あ
る
。
つ
ま
り
十
八
世
紀
中
葉

に
は
す
で
に
在
方
へ
の
木
綿
の
流
通
が
あ
り
、
青
森
の
み
な
ら
ず
在
方
に
お
い
て
も

木
綿
を
取
り
扱
う
商
人
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
「
国
日
記
」
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
二
月
八
日
条
（『
新
編
弘
前
市
史
』
資
料

編
3
近
世
編
2　

二
五
九
号
）
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

一
、
本
町
商
人
共
近
年
不
商
及
潰
ニ
、
見
世
店
を
相
仕
廻
御
町
見
苦
敷
御
座
候

に
付
、（
中
略
）

一
、
右
ニ
付
当
町
并
九
浦
・
在
江々
申
触
候
趣
左
之
通
、

　
　
　
　

覚

　

絹
布
・
木
綿
・
細
物
・
太
物
商
売
人
儀
、
是
ま
て
之
通
町
々
勝
手
々
々
に
徘

徊
商
売
仕
候
而
は
差
障
之
儀
有
之
候
に
付
、
弘
前
は
本
町
に
限
り
商
売
仕
候

様
可
被
仰
付
候
得
共
、
差
当
り
右
之
通
被
仰
付
候
而
は
難
儀
之
者
も
可
有

之
、
然
共
往
々
右
之
通
に
て
ハ
御
差
障
り
不
得
止
事
候
間
、
以
来
右
商
売
方

之
儀
左
之
通
申
付
候
、

一
、
本
町
は
一
丁
目
よ
り
五
丁
目
限
り
住
所
商
売
之
儀
、
并
他
町
徘
徊
商
売
之

者
も
本
町
よ
り
出
店
之
分
ハ
是
ま
て
之
通
勝
手
次
第
、
其
外
諸
代
物
本
町
よ

り
買
受
商
売
致
候
様
、

一
、
在
々
之
儀
、
藤
崎
村　

板
屋
野
木
村　

五
所
川
原
村　

木
作
村　

金
木
村　

飯
詰
村　

尾
上
村　

油
川
村　

三
馬
屋
村

　

右
九
ヶ
所
之
分
ハ
是
ま
て
商
売
仕
来
候
者
ハ
勝
手
次
第
商
売
候
様
、

　

右
之
外
村
々
に
て
商
売
之
儀
、
并
右
九
ヶ
村
之
内
に
て
も
、
此
末
新
に
右
商

売
之
儀
停
止
に
申
付
候
、
尤
弘
前
本
町
江
出
店
之
儀
ハ
勝
手
次
第
申
付
候
、

一
、
浦
々
之
儀
は
、
是
ま
て
之
通
勝
手
次
第
、
尚
又
是
ま
て
右
九
ヶ
村
江
出
店

等
致
罷
有
候
者
ハ
是
ま
て
之
通
、
此
末
弘
前
本
町
之
外
出
店
等
ハ
停
止
に
申

付
候
、

一
、
両
浜
并
浦
々
に
て
旅
人
積
下
シ
荷
物
商
売
方
之
儀
、
船
上
之
上
問
屋
手
先

を
以
卸
売
商
売
之
儀
ハ
是
ま
て
之
通
勝
手
次
第
、
弘
前
本
町
之
外
に
て
旅
人

見
世
店
を
飾
り
、
自
分
卸
売
・
小
売
商
売
之
儀
ハ
小
間
物
類
た
り
共
停
止
に

申
付
候
間
、
弘
前
問
屋
付
た
り
共
、
本
町
之
外
に
て
商
売
堅
ク
致
間
敷
候
、

（
後
略
）

こ
れ
は
領
内
に
お
け
る
絹
布
・
木
綿
・
細
物
・
太
物
商
売
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
規

制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
弘
前
の
場
合
、
商
売
は
本
町
に
限
定
す
る
。
但
し
本
町
か
ら
の
出
店
と
し
て

本
町
以
外
の
町
で
売
り
歩
く
の
は
従
来
通
り
自
由
と
す
る
。

　

在
方
に
つ
い
て
は
、
藤
崎
村
、
板
屋
野
木
村
、
五
所
川
原
村
、
木
作
村
、
金
木
村
、

飯
詰
村
、
尾
上
村
、
油
川
村
、
三
馬
屋
村
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
商
売
を
し
て
き
た

者
は
営
業
を
み
と
め
る
が
、
新
規
の
営
業
は
禁
止
す
る
。
但
し
、
弘
前
へ
の
出
店
は

自
由
と
す
る
。

　

九
浦
に
つ
い
て
は
、
従
来
通
り
商
売
は
自
由
と
す
る
。
上
記
九
村
へ
出
店
し
商
売

し
て
い
た
者
は
従
来
通
り
営
業
可
と
し
、
今
後
弘
前
本
町
以
外
へ
の
出
店
等
を
禁
止

す
る
。
ま
た
領
外
の
商
船
か
ら
荷
揚
げ
さ
れ
た
商
品
の
販
売
に
つ
い
て
、
問
屋
を
介

し
て
の
卸
売
は
従
来
通
り
自
由
と
す
る
が
、
他
領
の
者
が
弘
前
本
町
以
外
で
店
舗
を

も
ち
、
問
屋
を
介
さ
ず
に
直
接
仕
入
れ
て
卸
売
し
た
り
小
売
し
た
り
す
る
こ
と
は
禁

止
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
藩
に
よ
る
統
制
は
、
在
方
、
九
浦
、
他
領
の
商
人
に
よ
る
弘
前
へ
の

新
規
出
店
お
よ
び
木
綿
商
売
を
許
可
し
、
本
町
以
外
の
商
人
の
参
入
に
よ
り
本
町
の
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振
興
を
図
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
在
方
で
の
木
綿
商
売
に
関
し
て
は
、
宝

暦
四
年
二
月
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
度
は
藤
崎
村
ほ
か
八
か
所
で
営
業

し
て
い
た
既
存
の
木
綿
商
人
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
間
に
在
方
に
お
け
る
木
綿
商
売

の
規
制
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
の
史
料
は
、
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
弘
前
藩
と
し
て
は
在
方
に
お
け
る
木
綿
商
売
を
認
め
る

こ
と
に
よ
り
、
在
方
へ
の
木
綿
の
流
通
経
路
を
確
保
し
た
と
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
「
御
用
格
」（
寛
政
本
）
拾
参　

町　

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
九
月
二
十

一
日
（『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
2　

四
〇
七
号
）
に
は
、

　
　
　

覚

本
町
・
東
長
町
之
外
他
町
ニ
而
絹
布
・
木
綿
商
売
停
止
申
付
、
以
来
と
も
右
之

趣
相
心
得
候
様
、（
中
略
）

一
、
古
手
商
売
物
之
儀
ハ
是
迄
之
通
一
統
勝
手
次
第
仕
候
様
、
新
も
の
木
綿
等

ハ
些
少
之
物
た
り
共
本
町
・
東
長
町
之
外
決
而
商
売
方
御
差
留
被
仰
付
候
、

（
後
略
）

と
み
え
、
弘
前
に
お
い
て
は
、
た
と
え
少
量
で
あ
っ
て
も
新
物
の
木
綿
等
は
本
町
お

よ
び
東
長
町
以
外
で
の
木
綿
商
売
を
禁
止
す
る
と
し
、
あ
く
ま
で
も
本
町
の
振
興
を

図
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
木
綿
商
売
を
規
制
す
る
一
方
で
、
古
手

商
売
は
従
来
通
り
自
由
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
古
手
の
流
通
に
つ
い
て
は

確
保
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
御
用
格
」（
第
一
次
追
録
本
）
十
三　

町　

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
八
月
十
二

日（『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
2　

四
二
三
号
）に
よ
れ
ば
、
本
町
の
木
綿
商
人
が
、

本
町
の
金
木
屋
お
よ
び
東
長
町
の
三
国
屋
に
よ
る
正
札
販
売
を
差
し
止
め
る
こ
と
な

ど
を
訴
願
し
て
い
る
。

一
、
勘
定
奉
行
申
出
候
、
本
町
木
綿
商
売
之
者
共
よ
り
、
同
町
金
木
屋
嘉
七
并

東
長
町
三
国
屋
伝
兵
衛
木
綿
商
売
正
札
付
御
差
留
方
之
儀
并
下
土
手
町
古
手

家
業
も
以
来
軒
数
相
増
不
申
様
、
尚
又
他
町
之
者
古
手
家
業
御
差
留
方
之
義

共
申
出
、
人
別
調
役
沙
汰
申
付
候
処
、
別
而
差
障
之
儀
も
無
御
座
、
乍
然
正

札
両
家
商
売
傾
キ
候
儀
も
御
座
候
ハ
ヽ
外
木
綿
店
之
者
共
一
統
正
札
付
勝
手

次
第
商
売
致
候
様
、

一
、
在
方
木
綿
商
売
之
者
上
方
并
他
所
注
文
差
留
之
儀
難
申
付
候
、（
後
略
）

し
か
し
な
が
ら
本
町
の
木
綿
商
人
ら
の
訴
願
に
対
し
て
、
藩
は
木
綿
商
売
に
関
し
て

正
札
販
売
は
自
由
と
し
、
ま
た
在
方
の
木
綿
商
人
が
上
方
お
よ
び
他
所
へ
注
文
す
る

こ
と
に
つ
い
て
の
差
し
止
め
の
訴
願
も
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
御
用
格
」（
第
一
次
追
録
本
）
十
三　

町　

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
九
月
九
日

（『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
2　

四
二
四
号
）
に
よ
れ
ば
、
本
町
の
木
綿
商
人
ら
の

訴
願
に
よ
り
下
土
手
町
以
外
の
古
手
家
業
は
禁
止
さ
れ
た
。

一
、
町
奉
行
申
出
候
、
本
町
木
綿
店
之
者
共
商
不
捌
ニ
付
、
下
土
手
町
之
外
古

手
家
業
之
儀
御
差
留
願
之
通
被
仰
付
候
得
共
、
急
ニ
御
差
留
ニ
而
者
難
義
ニ

付
、
来
正
月
よ
り
相
止
候
之
様
被
仰
付
度
義
、
願
之
通
、

当
時
、
木
綿
商
売
を
め
ぐ
っ
て
弘
前
の
木
綿
商
人
の
間
に
激
し
い
競
争
が
行
わ
れ
て

い
た
。
そ
の
一
方
で
、
弘
前
藩
と
し
て
は
本
町
に
お
け
る
木
綿
商
売
お
よ
び
下
土
手

町
に
お
け
る
古
手
商
売
の
振
興
を
図
り
な
が
ら
、
在
方
を
含
む
領
内
全
体
へ
の
木
綿

供
給
量
の
増
大
を
指
向
し
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
国
日
記
」
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
十
一
月
五
日
条
（『
青
森
県
史
』
資
料
編

近
世
2　

四
三
五
号
）
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

一
、
絹
布
木
綿
家
業
之
儀
、
弘
前
町
并
両
浜
ニ
相
限
在
方
者
大
場
々
計
木
綿
古
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手
家
業
被
仰
付
罷
有
候
、
尤
弘
前
町
ニ
も
右
家
業
之
儀
者
本
町
・
東
長
町
其

外
下
土
手
町
江
者
古
手
家
業
計
近
年
軒
数
定
之
上
商
売
被
仰
付
罷
有
候
、
外

町
々
ニ
而
堅
商
売
不
相
成
家
業
ニ
有
之
候
、
然
者
近
年
在
々
ニ
而
絹
布
・
木

綿
・
古
手
・
小
間
物
等
ニ
至
迄
商
人
多
罷
成
、
右
之
処
よ
り
弘
前
両
浜
諸
商

不
足
、
御
城
下
之
衰
微
ニ
相
成
候
間
、
在
々
ニ
而
御
印
札
所
持
之
者
者
格

別
、
其
外
隠
家
業
之
者
厳
御
差
留
被
仰
付
度
儀
申
出
、（
後
略
）

本
来
、
絹
布
・
木
綿
家
業
は
弘
前
・
青
森
・
鰺
ヶ
沢
に
限
定
し
て
お
り
、
在
方
の
場

合
は
町
場
に
限
り
木
綿
・
古
手
家
業
を
許
可
し
て
い
る
。
近
年
は
村
々
で
絹
布
・
木

綿
・
古
手
・
小
間
物
な
ど
を
扱
う
商
人
が
増
加
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
弘
前
・
青

森
・
鰺
ヶ
沢
に
お
け
る
商
売
が
不
振
、
弘
前
城
下
の
衰
微
を
招
い
て
い
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
国
日
記
」
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
八
月
二
十
一
日
条
（『
新
編
弘
前

市
史
』
資
料
編
3
近
世
編
2　

弘
前
市
市
長
公
室
企
画
課　

二
〇
〇
〇
年　

二
六
三

号
）
に
よ
れ
ば
、
在
方
に
お
け
る
木
綿
商
売
の
実
態
が
う
か
が
え
る
。

一
、
三
奉
行
申
出
候
、
在
方
触
売
并
迎
買
は
御
差
留
被
仰
付
度
儀
ニ
付
、
別
紙

申
出
書
付
御
渡
被
成
候
間
評
儀（

議
）仕

候
処
、
在
方
触
売
之
儀
は
、
文
化
之
度
上

点
羽
之
通
品
定
之
上
勝
手
商
売
被
仰
付
罷
有（

在
）候

処
、
近
来
猥
ニ
相
成
、
右
御

定
品
ニ
不
拘
、
絹
布
・
木
綿
・
小
間
物
・
美
麗
之
品
迄
隠
持
込
致
触
売
候
旨
、

尚
又
、
右
様
之
者
江
取
紛
悪
者
共
多
分
入
込
候
旨
ニ
も
相
聞
得
御
締
合
ニ
相

拘
、
右
等
之
処
よ
り
追
々
諸
色
高
直
ニ
相
成
、
諸
人
難
渋
は
勿
論
、
在
方
小

者
共
迄
自
然
侈
奢
之
風
儀
押
移
り
、
御
締
向
も
相
立
不
申
候
間
、
以
来
前
書

絹
布
・
木
綿
・
小
間
物
之
類
は
不
申
及
、
是
迄
品
定
被
仰
付
候
分
共
、
惣
而

在
方
江
触
売
并
迎
買
之
儀
は
堅
御
差
留
被
仰
付
度
候
様
、（
後
略
）

右
に
よ
れ
ば
、
近
年
在
方
に
お
い
て
、
絹
布
・
木
綿
・
小
間
物
、
そ
の
ほ
か
上
等
な

品
物
な
ど
を
隠
れ
て
触
売
し
て
い
る
者
が
あ
り
、
そ
の
た
め
不
当
な
売
買
が
行
わ
れ

る
な
ど
し
て
商
品
が
値
上
が
り
し
て
い
る
。
一
般
領
民
に
奢
侈
品
を
求
め
る
風
潮
が

波
及
し
て
い
る
た
め
、
在
方
に
お
け
る
触
売
お
よ
び
迎
買
を
禁
止
す
る
と
い
う
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
在
方
に
お
け
る
木
綿
商
売
は
十
九
世
紀
中
葉
頃
か
ら
大

い
に
活
発
化
し
、
そ
し
て
そ
の
木
綿
市
場
の
活
況
ぶ
り
は
、
弘
前
を
は
じ
め
青
森
・

鰺
ヶ
沢
の
木
綿
商
売
を
お
び
や
か
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
ま
た
、
在
方

に
お
け
る
木
綿
需
要
の
拡
大
を
示
唆
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
2
）
木
綿
・
古
手
販
売
業
者
の
存
在
形
態

　

弘
前
藩
領
に
お
け
る
木
綿
・
古
手
商
売
を
中
心
と
し
た
衣
料
・
染
織
関
係
業
者
の

存
在
形
態
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
表
1
―
1
お
よ
び
表
1
―
2
は
、
十
九
世
紀

弘
前
藩
領
に
お
け
る
衣
料
・
染
織
関
係
業
者
の
軒
数
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）、
弘
前
城
下
に
お
い
て
木
綿
あ
る
い

は
古
手
を
扱
う
商
人
は
合
わ
せ
て
九
五
軒
、
こ
れ
に
対
し
て
在
方
全
体
の
木
綿
・
古

手
の
商
人
は
あ
わ
せ
て
八
二
軒
で
あ
っ
た
。
ま
た
文
化
八
年
に
お
け
る
青
森
の
木

綿
・
古
手
の
商
人
は
五
八
軒
と
み
え
、
十
九
世
紀
初
頭
、
木
綿
・
古
手
を
取
り
扱
う

商
人
は
領
内
全
体
で
二
三
五
軒
程
度
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
軒
数
と
し
て
は
弘
前

が
最
も
多
く
、
青
森
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
た
だ
し
、
在
方
全
体
で
も
八
二
軒
の

木
綿
店
お
よ
び
古
手
店
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
木
綿
商
人
は
在
方

で
の
木
綿
の
流
通
を
担
い
、
農
民
の
木
綿
需
要
を
満
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
お
け
る
木
綿
あ
る
い
は
古
手
を
扱
う
商
人
の
存
在
形

態
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
弘
前
で
は
合
わ
せ
て
八
四
軒
で
、
文
化
二
年
当
時
と
比
較
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年代 西暦
在　方 青　森 弘　前

業種 軒数 備考 業種 軒数 備考 業　種 軒数 備考
文化2 1805 染屋

木綿店
古手店
染屋形附

72軒
65軒
17軒
1軒

総人口
140,221人

※1

古手店
絹布・木綿/古手・小間物店
染屋
紫根屋・南部産物店

51軒
44軒
51軒
1軒

総人口
11,774人

※4

文化8 1811 染屋家業
木綿・古手
染屋形付

8軒
58軒
3軒

※2　

元治元 1864 糸車大工
仕裁屋
染屋
絹布店
木綿店
古手店

1軒
1軒
7軒
1軒
25軒
19軒

総人口
9,991人

※3

絹布・木綿店
古手店
絹布・木綿/古手・小間物店
打綿屋
織物師
綿打

3軒
43軒（内休3軒）
38軒
15軒（内休3軒）
5軒（内御用3軒）
10軒（内休5軒）

総人口
15,563人

※5

業種 軒数 総人口
鰺ヶ沢 染屋 4軒 3,916人　

木綿店 11軒
古手店 11軒
綿打 1軒

深浦 染屋 5軒 1,366人
木綿店 14軒

十三 染屋 1軒 1,231人
木綿店 4軒

碇ヶ関 古手店 2軒 802人
木綿小売 2軒

野内 木綿小売 1軒 823人
蟹田 木綿店 3軒 717人
今別 木綿店 11軒 1,486人

表1－1　19C弘前藩領における衣料・染織関係業者

表1－2　19C弘前藩領における衣料・染織関
係業者（元治元年〈1864〉）

し
て
一
一
軒
ほ
ど
減
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
「
打
綿
屋
」（
一
五
軒
）、「
綿
打
」（
一

〇
軒
）
も
み
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
移
入
さ
れ
た
繰
綿
に
よ
り
綿
打
が
行
わ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
青
森
の
場
合
、
木

綿
店
・
古
手
店
あ
わ
せ

て
四
四
軒
と
、
文
化
八

年
当
時
か
ら
み
れ
ば
一

四
軒
の
減
で
は
あ
る
が

「
糸
車
大
工
」「
仕
裁
屋
」

「
絹
布
店
」
な
ど
、
文

化
八
年
に
は
み
ら
れ
な

か
っ
た
業
種
が
み
え
る
。

こ
の
ほ
か
、
鰺
ヶ
沢
に

お
け
る
木
綿
・
古
手
の

店
は
合
わ
せ
て
二
二
軒
、

深
浦
は
木
綿
店
が
一
四

軒
、
十
三
は
木
綿
店
が

四
軒
、
碇
ヶ
関
で
は
古

手
店
が
二
軒
・
木
綿
小

売
が
二
軒
、
野
内
は
木

綿
小
売
が
一
軒
、
蟹
田

は
木
綿
店
が
三
軒
、
今

別
は
木
綿
店
が
一
一
軒

※1　文化2年「在方総組中人別戸数諸工諸家業総括」（弘前市立弘前図書館蔵岩見文庫）による
※2　文化8年「青森記」（『青森県史』資料編近世2 523号）による
※3　元治元年「九浦町中人別戸数諸工諸家業総括牒」（弘前市立弘前図書館蔵岩見文庫）による
※4　文化2年「弘前町中人別戸数諸工諸家業総括」（『青森県史』資料編近世2 339号）による
※5　元治元年「弘前町中人別戸数諸工諸家業総括牒」（『青森県史』資料編近世2 340号）による

元治元年「九浦町中人別戸数諸工諸家業総括牒」（弘前市立
弘前図書館蔵岩見文庫）による

存
在
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
、
九
浦
に
つ
い

て
は
大
間
越
を
除
い
た

八
か
所
で
、
木
綿
あ
る

い
は
古
手
の
商
人
が
存

在
し
、
商
売
を
行
っ
て

い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
弘

前
や
青
森
の
み
な
ら
ず
、

在
方
に
お
い
て
も
木

綿
・
古
手
を
扱
う
商
人

が
た
し
か
に
存
在
し
て
お
り
、
実
際
に
在
方
に
も
木
綿
・
古
手
が
流
通
し
て
い
た
様

子
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
先
に
み
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
在
方
の
木
綿
商
人
に
よ

る
木
綿
商
売
は
十
九
世
紀
中
葉
頃
か
ら
弘
前
・
青
森
・
鰺
ヶ
沢
の
商
売
を
低
迷
に
至

ら
し
め
る
ほ
ど
勢
い
を
増
し
、
在
方
に
お
け
る
木
綿
市
場
も
未
曾
有
の
活
況
を
呈
し

た
と
推
察
さ
れ
る
。

三　

弘
前
藩
領
内
に
お
け
る
木
綿
・
古
手
類
の
移
入
動
向

（
1
）
木
綿
・
古
手
類
の
移
入
に
か
か
る
規
制
を
中
心
に

　

弘
前
藩
領
に
お
け
る
木
綿
・
古
手
類
の
移
入
動
向
を
と
ら
え
る
た
め
、
ま
ず
木

綿
・
古
手
類
の
移
入
に
か
か
る
規
制
の
あ
り
か
た
を
軸
に
し
て
み
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
三
月
二
十
三
日
、
青
森
・
平
館
・

三
馬
屋
・
鰺
ヶ
沢
・
深
浦
・
金
井
ヶ
沢
・
十
三
・
小
泊
の
各
沖
横
目
へ
の
申
渡
し
に

よ
れ
ば
、
諸
廻
船
の
水
主
が
「
私
物
」
と
し
て
領
内
に
持
ち
込
む
木
綿
に
つ
い
て
は
、

一
〇
端
以
内
で
あ
れ
ば
十
分
一
役
は
免
除
す
る
と
し
た
。

　

翌
寛
文
五
年
三
月
二
十
一
日
、
青
森
・
鰺
ヶ
沢
・
内
真
部
・
三
馬
屋
の
各
沖
横
目

へ
の
申
渡
し
で
は
、
木
綿
新
物
と
古
手
に
課
す
十
分
一
役
は
去
年
よ
り
「
固
役
」
と

し
、
木
綿
新
物
や
古
手
、
綿
な
ど
は
櫃
一
つ
に
つ
き
次
銀
三
匁
五
分
ず
つ
役
銀
を
徴

収
す
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
寛
文
十
年
二
月
二
十
日
の
鰺
ヶ
沢
・
深
浦
・
金
井
ヶ

沢
・
小
泊
・
平
館
の
各
沖
横
目
に
対
す
る
申
渡
し）

11
（

、
ま
た
寛
文
十
年
三
月
十
日
の
青

森
沖
横
目
に
対
す
る
申
渡
し）

12
（

で
は
、
木
綿
新
物
・
古
手
・
綿
な
ど
の
櫃
一
つ
に
つ
き

銀
四
匁
を
徴
収
す
る
よ
う
に
と
み
え
、
徴
収
役
銀
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

　

ま
た
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
五
月
八
日
の
湊
口
入
物
役
・
出
物
の
書
出
に
よ
れ

ば
、「
木
綿
古
手
・
新
物
」
に
つ
い
て
は
、
一
〇
反
の
内
よ
り
一
反
ず
つ
の
入
物
役

を
徴
収
す
る
（『
新
編
弘
前
市
史
』
資
料
編
2
近
世
編
1　

一
一
〇
七
号
）
と
し
、

領
内
諸
湊
に
移
入
さ
れ
る
木
綿
・
古
手
類
の
十
分
一
役
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
銀
納

か
ら
現
物
納
へ
と
見
直
し
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
国
日
記
」
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
四
月
二
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
鰺
ヶ
沢
お
よ

び
青
森
に
お
い
て
、
木
綿
十
分
一
役
に
つ
い
て
は
銭
で
納
め
た
い
と
の
要
望
が
以
前

か
ら
あ
っ
た
と
い
う
（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
3
近
世
（
1
）　

一
〇
八
号
）。

一
、
鰺
ヶ
沢
・
青
盛
湊
役
、
拾
歩
一
役
木
綿
銭
に
て
差
上
申
度
由
、
前
々
人
数

望
申
候
処
、
御
定
に
違
候
故
木
綿
に
て
取
上
申
候
由
御
座
候
、
就
夫
銭
に
て

取
申
候
得
者
町
人
も
悦
又
御
役
人
も
手
廻
シ
能
、
銭
も
早
速
御
用
立
、
此
方

に
て
木
綿
毎
年
払
兼
直
段
も
下
り
申
候
間
、
銭
に
て
望
候
者
よ
り
ハ
木
綿
壱

端
之
役
五
匁
充
仕
、
役
人
心
得
之
様
請
取
申
儀
可
然
奉
存
候
、
靱
負
江
相
達

候
処
、
弥
右
之
通
可
然
旨
就
被
申
候
、
従
今
年
望
之
者
よ
り
ハ
銭
に
て
取
申

候
様
役
人
江
申
達
候
由
、
従
本
〆
方
申
来
、
則
同
役
中
江
申
達
之
、

規
定
で
は
木
綿
そ
の
も
の
で
徴
収
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
銭
で
徴
収
す

れ
ば
、
藩
と
し
て
は
す
ぐ
手
元
に
銭
を
用
意
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
、
ま

た
木
綿
の
移
入
量
が
全
体
的
に
増
加
す
る
と
同
時
に
木
綿
の
市
場
価
格
も
下
落
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
青
森
・
鰺
ヶ
沢
で
は
毎
年
木
綿
を
購
入
で
き
ず
に
い
る
が
、

移
入
量
が
増
え
れ
ば
消
費
者
の
購
入
が
促
進
さ
れ
る
。
木
綿
の
売
り
手
で
あ
る
廻
船

業
者
も
十
分
採
算
は
取
れ
る
と
見
込
ん
で
、
銭
納
を
要
望
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

弘
前
藩
と
し
て
は
、
木
綿
十
分
一
役
の
銭
納
は
町
人
の
み
な
ら
ず
役
人
に
と
っ
て
も

好
都
合
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
木
綿

十
分
一
役
の
原
則
は
木
綿
一
〇
反
に
つ
き
一
反
を
納
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
銭
納

を
希
望
す
る
場
合
は
、
木
綿
一
〇
反
に
つ
き
木
綿
一
反
分
の
役
銭
と
し
て
五
匁
ず
つ

を
徴
収
す
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
だ
。

　

正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
の
弘
前
藩
領
に
お
け
る
衣
料
・
染
織
関
係
の
移
出
入
品

を
示
し
た
も
の
が
表
2
で
、
当
時
「
木
綿
」「
新
物
」「
袷
」「
古
手
」
は
専
ら
移
入

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
も
当
時
、
こ
れ
ら
の
木
綿
・
古
手
類
は
と
り

わ
け
高
直
で
領
民
が
難
渋
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弘
前
藩
は
従
来
の
十
分
一
役
を
見

直
し
今
後
は
半
役
を
徴
収
す
る
と
、
木
綿
移
入
に
か
か
る
規
制
を
緩
め
た
の
で
あ
っ

た
。

　

ま
た
右
に
よ
れ
ば
十
八
世
紀
初
頭
、
木
綿
十
分
一
役
の
上
納
に
つ
い
て
は
、
木
綿

の
現
物
か
ら
役
銭
で
の
徴
収
に
全
面
的
に
変
更
さ
れ
た
よ
う
だ
。
こ
の
度
の
木
綿
十

分
一
役
の
引
き
下
げ
に
つ
い
て
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
木
綿
移
入
の
増
大
と
消
費
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者
の
購
入
を
促
す
こ
と
を
背
景
と
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
か
ら
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
木
綿
新
物
や
古
手

が
諸
廻
船
の
商
売
荷
物
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
船
乗
り
た
ち
の
帆
待
荷
物
と
し

て
海
上
輸
送
に
よ
り
移
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
津
軽
領
内
へ
の
木
綿
供
給
が
な
さ

れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ほ
ぼ
継
続
的
に
移

入
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
木
綿
・
古
手
類
は
十
八
世
紀
初
頭
に
至
っ
て
な
お
高
価

で
あ
っ
た
。
弘
前
藩
と
し

て
は
木
綿
移
入
に
か
か
る

規
制
を
た
び
た
び
見
直
し

す
な
ど
し
て
移
入
増
大
を

目
指
し
た
も
の
の
ほ
と
ん

ど
効
果
が
な
く
、
一
般
領

民
の
購
買
意
欲
は
落
ち
込

み
、
領
内
の
消
費
は
冷
え

込
ん
で
い
た
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

表
3
は
、
宝
暦
七
年

（
一
七
五
七
）
青
森
船
問

屋
仲
間
の
衣
料
・
染
織
関

係
の
取
扱
商
品
を
掲
げ
た

も
の
で
あ
る
。
船
問
屋
が

保
管
ま
た
は
売
買
し
た
こ

れ
ら
商
品
に
つ
い
て
の
移

№ 品　目 移出 移入 御　役 備　考
1 木綿（10端より） － 〇 1端につき代銭にて5匁 これまで十歩一御役取り立て。

近年はとりわけ木綿・古手類高
直につき、今後は半役とする。

2 新物（10より） － 〇 １ツにつき代銭にて9匁
3 袷（10より） － 〇 １ツにつき代銭にて6匁
4 古手（10より） － 〇 １ツにつき代銭にて8匁

5 たたいこ（10より） － 〇 １ツにつき代銭にて3匁 これまで十歩一御役取り立て。
移入量が多くない上、切れ切れ
のものを砧で打ちつけて衣類の
ようにした品であることから免除。6 きつね（10より） － 〇 １ツにつき代銭にて5匁

7 絹・小袖・帷子 － 〇
8 綿 － 〇
9 太布（10端より） － 〇 3匁 今後は免除
10 水主ほまち物 － 〇 1人につき木綿5端まで免除
11 麻糸 － 〇 宝永5年までは御役取り立て、

宝永6年より免除。12 染藍 － 〇
13 紫根 〇 － 16貫目1箇につき50匁
14 品布 〇 － 10端につき1匁

№ 商品名 単　位 庭口銭 売買口銭 備　考
1 木綿 120反入1箇 60文 2歩
2 操（繰ヵ）綿 6貫目入1本 30文 2歩
3 折（打ヵ）綿類 16貫目入1箇 60文 2歩 但し16貫入まで
4 貫出綿 1箇 60文 3歩
5 真綿 10貫目 60文 2歩
6 布類 50反 50文 2歩
7 古手・解分 各1箇 60文 2歩 解分120枚につき庭口銭1匁
8 麻苧 16貫目入1箇 30文 3歩
9 染藍 20貫目入1箇 60文 3歩
10 紫根 1箇 60文 3歩
11 懸綿 1本 40文 3歩
12 のし継 1本 40文 3歩
13 古手 40枚入1固分 1匁 2歩
14 解分 120枚入1固 1匁 2歩

表2　正徳元年（1711）弘前藩領における移出入品（衣料・染織関係）

表3　宝暦7年（1757）青森船問屋仲間の取扱商品（衣料・染織関係）

正徳元年「所々湊 御関所出入物御役改帳」（弘前市立弘前図書館蔵八木橋文庫、『青森県史』資料編
近世2 718号）による

「問屋定目」（青森県立図書館蔵滝屋文書、『新青森市史』資料編4近世（2） 39号）による

出
入
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
残

念
な
が
ら
こ
の
史
料
か
ら
は
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、

表
2
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
ま

で
み
え
な
か
っ
た
「
繰
綿
」「
打

綿
」
な
ど
木
綿
の
中
間
製
品
の

取
り
扱
い
も
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
か
ら
、
木
綿
織
を
前

提
と
し
た
領
内
で
の
需
要
拡
大

や
流
通
の
状
況
を
示
唆
し
た
も

の
と
察
せ
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
み
て

き
た
よ
う
に
、
当
時
、
木
綿
・

古
手
類
の
移
入
の
手
段
と
し
て

は
ほ
と
ん
ど
が
海
上
輸
送
に

依
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
こ
の
ほ
か
陸
上
輸
送
の
ケ
ー
ス
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
国
日
記
」
寛

政
十
年
（
一
七
九
八
）
六
月
二
十
二
日
条
（『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
編
2　

四

一
三
号
）
に
よ
れ
ば
、
近
隣
諸
国
の
旅
商
人
の
手
に
よ
り
陸
路
で
木
綿
・
古
手
類
が

領
内
に
移
入
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
、
木
綿
・
古
手
類
近
国
旅
人
三
御
関
所
口
よ
り
弘
前
問
屋
附
越
之
分
先
年
御

差
留
之
訳
者
、
両
浜
御
取
立
之
た
め
尚
浜
々
よ
り
直
上
ニ
候
得
者
自
然
と
下

直
相
成
候
之
趣
に
寄
被
仰
付
候
処
、
差
而
両
浜
成
立
之
姿
も
相
見
得
不
申
、
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木
綿
類
直
段
引
下
之
体
に
も
無
御
座
候
間
、
問
屋
附
之
旅
人
荷
物
御
関
所
入

御
免
可
被
仰
付
哉
、

　

但
旅
商
人
在
々
背
負
売
致
候
而
者
在
方
不
締
之
筋
御
座
候
間
、
右
之
義
者

近
年
御
定
之
通
御
差
留
被
仰
付
置
候
様
、

旅
商
人
に
よ
る
陸
路
で
の
木
綿
・
古
手
類
の
移
入
に
つ
い
て
、
弘
前
藩
と
し
て
は
あ

く
ま
で
も
問
屋
に
よ
る
注
文
分
の
み
許
可
し
、
在
方
へ
の
行
商
に
つ
い
て
は
認
め
て

い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
旅
商
人
に
よ
る
陸
路
で
の
移
入
を
一
時
的
に
禁

止
し
、
両
浜
す
な
わ
ち
青
森
お
よ
び
鰺
ヶ
沢
か
ら
の
船
揚
げ
に
よ
り
木
綿
の
値
下
げ

を
ね
ら
っ
た
も
の
の
、
奏
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
木
綿
商
品
を
取

り
扱
う
廻
船
の
津
軽
領
内
諸
湊
へ
の
入
津
が
振
る
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い

よ
う
。

　

十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
か
。「
滝
屋
御
用
留
」（
青
森
県

立
図
書
館
蔵
滝
屋
文
書
）
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
三
月
十
七
日
に
み
え
る
青
森
湊

口
取
締
に
か
か
る
申
渡
し
（『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
2　

五
八
七
号
）
に
よ
れ

ば
、
青
森
に
入
津
し
た
廻
船
の
乗
組
員
が
懐
に
木
綿
な
ど
を
隠
し
入
れ
、
船
と
問
屋

（
あ
る
い
は
小
宿
）と
を
何
度
も
往
復
し
、
内
密
に
木
綿
を
運
び
入
れ
る
場
合
が
あ
っ

た
と
い
う
。

一
、
船
手
之
も
の
共
木
綿
等
懐
ニ
い
た
し
、
問
屋
并
小
宿
へ
幾
度
も
参
候
旨
相

聞
得
、
御
締
合
ニ
相
拘
候
間
、
問
屋
共
ニ
而
船
手
之
も
の
共
へ
申
含
方
之
儀

ハ
湊
目
附
ニ
而
申
付
置
候
様
、（
中
略
）

一
、
荷
揚
物
之
内
木
綿
箇
種
々
取
揃
、
甲
乙
有
之
ニ
付
此
末
木
綿
ハ
壱
人
ニ
付

善
悪
平
均
廿
反
ツ
ヽ
之
白
眼
ニ
而
目
切
い
た
し
、
尤
箇
も
の
目
形
之
分
は
歩

附
相
緩
不
申
様
、
右
之
趣
両
浜
湊
目
附
へ
被
仰
付
候
様
、

一
、
在
町
注
文
之
品
御
役
高
之
分
ハ
、
御
役
下
直
品
之
名
目
ニ
而
荷
札
送
状
へ

も
相
認
、
木
綿
并
綿
積
合
壱
箇
と
申
出
候
旨
相
聞
候
ニ
付
、
紛
敷
分
者
詰
合

役
ニ
而
見
分
切
解
、
積
送
状
と
引
合
不
申
分
ハ
取
押
へ
其
段
申
出
候
様
、

一
、
上
船
入
津
着
替
浜
上
之
節
申
出
、
何
れ
も
着
替
い
た
し
、
木
綿
過
分
浜
上

致
候
旨
相
聞
得
候
、
此
末
懸
硯
并
ニ
銭
箱
着
替
入
都
合
三
ツ
よ
り
決
而
浜
上

不
致
候
様
、
右
之
趣
所
々
湊
目
附
并
勤
番
目
附
へ
も
被
仰
付
候
様
、

ま
た
、
よ
り
多
く
の
木
綿
を
持
ち
込
も
う
と
、
乗
組
員
自
身
が
木
綿
の
衣
服
に
着
替

え
て
上
陸
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
い
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
木
綿
移

入
に
か
か
る
役
銀
（
役
銭
）
の
徴
収
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
さ

ら
に
、
廻
船
が
積
み
込
ん
で
き
た
木
綿
の
商
売
荷
物
は
、
品
質
の
良
し
悪
し
が
異
な

る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
も
の
が
混
在
し
た
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
津

軽
領
内
の
在
町
の
商
人
が
発
注
し
た
木
綿
の
荷
札
や
積
送
状
に
は
、
実
際
の
品
物
よ

り
も
低
い
役
銀
が
設
定
さ
れ
て
い
る
銘
柄
を
記
載
し
て
役
銀
上
納
の
負
担
を
減
ら
そ

う
と
し
た
り
、
本
来
別
々
に
荷
造
り
す
る
必
要
の
あ
る
木
綿
と
綿
と
を
取
り
混
ぜ
て

一
つ
の
荷
に
し
て
荷
改
め
を
ご
ま
か
そ
う
と
し
た
り
す
る
な
ど
の
不
正
行
為
が
た
び

た
び
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
不
正
な
移
入
や
取
引
の
背
景
に
は
、

在
方
を
含
む
領
内
に
お
け
る
消
費
者
の
木
綿
の
購
買
意
欲
の
高
ま
り
、
木
綿
需
要
の

増
大
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
国
日
記
」
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
七
月
十
一
日
条
（『
青
森
県
史
』
資
料
編
近

世
2　

四
三
一
号
）
に
、

一
、
町
奉
行
申
出
候
、
弘
前
町
木
綿
家
業
之
者
と
も
上
方
表
綿
作
不
宜
趣
ニ
而

木
綿
類
并
葛
布
袴
地
直
段
増
、
船
揚
直
段
不
相
当
之
売
買
致
候
趣
僉
議
申
付

候
所
、
綿
直
段
増
之
釣
合
ニ
相
叶
候
様
ニ
相
見
得
候
得
共
真
偽
難
相
分
、
不
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実
之
様
ニ
も
相
聞
候
間
役
筋
見
聞
被
仰
付
候
様
、
尚
町
奉
行
ニ
而
不
実
之
売

買
不
致
候
様
被
仰
付
候
様
、
附
紙
之
通
申
付
之
、

と
み
え
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
上
方
に
お
け
る
木
綿
栽
培
が
不
作
で
木
綿
が
値
上
が
り

し
て
い
た
と
い
う
。
木
綿
の
原
材
料
で
あ
る
綿
の
価
格
高
騰
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し

て
も
、
弘
前
の
木
綿
商
人
が
、
船
揚
さ
れ
た
段
階
の
卸
値
に
見
合
わ
な
い
法
外
な
売

値
で
木
綿
を
販
売
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
藩
で
は
、

そ
の
よ
う
な
妥
当
性
に
欠
け
る
売
買
は
し
な
い
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
「
国
日

記
」
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
十
一
月
二
十
三
日
条
（『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世

2　

五
〇
六
号
）
に
よ
れ
ば
、
弘
前
に
お
い
て
木
綿
が
払
底
し
、
木
綿
小
売
に
至
る

ま
で
商
品
在
庫
が
な
い
状
況
に
ま
で
陥
っ
た
と
い
う
。
こ
の
状
況
に
対
し
、
青
森
藤

林
屋
の
客
船
が
野
辺
地
へ
荷
揚
げ
予
定
の
木
綿
約
一
五
〇
〇
反
の
購
入
に
よ
り
確
保

を
試
み
て
い
る
。

一
、
村
林
平
兵
衛
申
出
候
、
御
元
〆
沙
汰
申
出
ニ
者
、
弘
前
表
木
綿
格
別
払
底

ニ
而
店
々
小
売
等
迄
無
之
趣
、
一
統
難
渋
殊
ニ
御
用
之
支
之
儀
も
御
座
候
間
、

　

詮
儀
方
之
儀
私
共
ニ
而
申
付
候
処
、
青
森
藤
林
屋
源
吉
客
船
南
部
野
辺
地
江

荷
揚
候
木
綿
千
五
百
反
位
有
之
買
方
申
向
候
処
、
御
蔵
米
・
醬
油
津
出
御
印

附
ニ
而
取
組
相
談
ニ
相
成
候
間
、（
後
略
）

以
上
の
こ
と
は
、
一
八
三
〇
年
代
当
時
、
弘
前
藩
領
に
お
い
て
木
綿
は
あ
く
ま
で
も

移
入
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
状
況
を
如
実
に
示
す
と
と
も
に
、
領
内
全
体
の

木
綿
需
要
に
見
合
う
移
入
量
と
流
通
量
の
安
定
を
図
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
表
4
は
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
十
月
か
ら
翌
四
年
九
月
ま
で
の
青
森
湊

に
お
け
る
衣
料
・
染
織
関
係
の
移
出
入
品
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
青
森

湊
に
お
け
る
一
年
間
の
木
綿
の
移
入
量
は
五
万
二
四
六
〇
反
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
単

純
に
五
万
二
四
六
〇
人
分
の
木
綿
需
要
を
満
た
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。『
津
軽
史
事
典
』（
名
著
出
版　

一
九
七
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）
当
時
の
領
内
総
人
口
は
二
二
万
一
四
九
六
人
で
、
そ
の
内
訳
と
し
て

は
家
中
が
二
万
三
四
三
一
人
、
弘
前
が
一
万
四
〇
八
六
人
、
そ
の
他
一
八
万
三
九
七

九
人
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
年
間
で
青
森
湊
に
荷
揚
げ
さ
れ
た
木
綿
は
、
藩
士
お

よ
び
弘
前
の
町
人
が
年
間
一
人
当
た
り
一
反
購
入
す
る
分
を
十
分
ま
か
な
う
こ
と
の

で
き
た
量
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
表
5
は
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
弘
前
藩
領
に
お
け
る
衣
料
・
染
織
関
係

の
移
出
入
品
を
示
し
、
表
6
は
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
の
弘
前
藩
領
に
お
け
る
衣

料
・
染
織
関
係
の
移
出
入
品
を
示
し
た
も
の
で
あ
る）

13
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
木
綿
」

（
表
5
・
№
3
、
表
6
・
№
2
）「
木
綿
解
」（
表
5
・
№
7
）「
篠
巻）

14
（

」（
表
6
・
№

№ 商品名 数　量 備　考
1 木綿 52,460反
2 風呂敷 4,240枚
3 仲（伸ヵ）継 15,096貫目
4 解分 670枚
5 小古手 16,268枚
6 小夜着 1,284 但しうち2ツは大夜着
7 蒲団 67枚
8 足袋 3,740足
9 織草 1,484貫500目
10 太布 110反
11 切糸 304万7,000筋
12 篠巻綿 459貫目
13 粒綿 273貫目
14 蓙綿 816貫目
15 懸綿 2,072貫目
16 繰綿 4貫目
17 南京綿 298貫500目
18 古綿 1,783貫目
19 夜着綿 583貫目
20 蒲団綿 1784貫500目
21 抜出綿 90枚

表4　嘉永3年（1850）10月～翌4年9月
　　　青森湊における移入品（衣料・染織関係）

嘉永5年4月「青森湊口船揚品調」（『新青森市史』資料編3近世
（1） 105号）による
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№ 品　目 移出 移入 御　役 備　考

1 絹小袖・帷子 〇 〇 目形10貫目につき出・入30目 但し小袖・真綿類は陸路により多く
移入、船揚げはほとんど無し。

2 真綿 － 〇 目形10貫目につき入30目

3 木綿 〇 〇 10反につき出・入5文目

4 目出度白 － 〇 10反につき入2文目

5 新物・古手きつね 〇 〇 10につき出・入8文目 但し子供小裁着物、1箇40枚入

6 袷 〇 〇 10につき出・入6文目

7 単物・木綿解 〇 〇 10枚につき出・入3文目 但し1箇80枚入

8 たたい子 － 〇 10につき入3文目 但し継交の子供着物

9 古綿 － 〇 目形16貫目につき入2文目

10 小古手 〇 〇 10につき出・入2文目5分 但し1箇40枚入

11 大夜着 〇 〇 一ツにつき出・入4文目

12 小夜着布団 〇 〇 一ツにつき出・入2文目 但し1箇5ツ入

13 風呂敷 － 〇 100枚につき入10文目 但し木綿一反につき5尺風呂敷4枚と
みなし、10反につき40枚とする。

14 足袋 － 〇 100足につき入8文目
但し荷揚げは多くないので、木綿1反
8足とみなし、木綿の目形180目とし
て足袋の数を数えること。

15 篠巻・袋綿 － 〇 目形12貫目につき入10文目

志の巻40抱入1箇につき目形2貫目50
匁。玉袋綿はやろう綿のこと、通常
ほとんど荷揚げがなく、多くは荷品
として駄下するので十分に吟味する
こと。

16 繰綿・打蓙綿・むしろ・作綿 － 〇 目形16貫目につき入10文目 但し桟留綿・南京綿とも1箇貫目入

17 粒綿 〇 〇 目形6貫目につき出・入4文目

18 綿・袋綿・南京綿 － 〇 目形16貫目につき入8文目

19 貫出綿 〇 〇 10につき出・入4分
40枚入から20枚入まであり。そのほ
か当所は10枚入もあり、120枚で1箇
とする。

20 掛綿 〇 〇 目形16貫目につき出・入4文目

21 夜着布団・貫出綿 〇 〇 目形10貫目につき出・入5文目3分

22 切糸 〇 〇 10万筋につき出・入3文目

23 太布 〇 〇 10反につき出・入3文目

24 紬布 ○ － 目形30貫目につき出3分

25 延継 〇 〇 目形16貫目につき入8文目、出4文目

26 榀布 〇 － 10反につき出1文目

27 蘇芳・明礬 － 〇 目形10文目につき入5文目

28 紫根 〇 － 16貫目につき出14文目

29 染藍 〇 〇 20貫目につき入15文目、出4文目

30 麻糸 16貫目につき庭1文目、口3部 但し津出禁止

31 織草 1本につき庭1匁、口3部

32 夜布団 16貫目につき庭3匁2分、口3部

33 晒 50反入1丸につき庭2匁、口2部

34 紅花 16貫目につき御役1匁4分、庭2匁、口3部

表5　弘化2年（1845）弘前藩領における移出入品（衣料・染織関係）

弘化2年「所々湊出入御役帳」（弘前市立弘前図書館蔵八木橋文庫、『青森県史』資料編近世2 733号）による
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15
）
な
ど
に
関
し
て
は
、
移
入
の
み
な
ら
ず
移
出
品
目
に
も
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
判
明
す
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
木
綿
関
連
の
商
品
は
本
来
津
軽
領
内
に
移
入
さ

れ
た
も
の
で
、
一
時
的
に
問
屋
の
手
に
渡
っ
た
後
、
あ
ら
た
め
て
他
領
に
向
け
て
移

出
さ
れ
た
と
み
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

№ 品　目 移出 移入 御　役 備　考
1 絹小袖・帷子真綿 〇 〇 目形10貫目につき出・入30目 但し古小袖・帷子類同断
2 木綿 〇 〇 10反につき出・入5文目
3 新物古手・きつね 〇 〇 10につき出・入8文目
4 木綿・さしこ 〇 〇 秤分10枚につき出・入3文目
5 小古手 〇 〇 10につき出・入2匁5分
6 大夜着 〇 〇 1ツにつき出・入4匁
7 小夜着・蒲団 〇 〇 1ツにつき出・入2匁
8 夜着・蒲団 〇 〇 16貫目1箇につき出・入8匁
9 風呂敷 － 〇 100枚につき入10文目
10 足袋 － 〇 100足につき入8匁
11 目出度白木綿 － 〇 10反につき入2匁
12 伸継 〇 〇 目16貫目1箇につき出4匁・入8匁
13 太布 － 〇 10反につき入3匁
14 繰布 〇 － 10反につき出1匁
15 篠巻・福満綿 〇 〇 12貫目につき出・入10匁
16 粒繰綿 〇 〇 6貫目につき出・入4匁
17 懸綿 － 〇 16貫目につき入4匁
18 繰綿打蓙作・ 作綿 － 〇 16貫目につき入10匁
19 綿袋綿・南京綿 － 〇 16貫目につき入8匁
20 抜出綿 〇 〇 10につき出・入4分
21 夜着抜出綿・蒲団 〇 〇 16貫目につき出・入5匁3分
22 古綿・屑綿 － 〇 16貫目につき入2匁
23 切糸 〇 〇 10万筋につき出・入3匁
24 紅花 － 〇 16貫目につき入1匁2分
25 染藍 〇 〇 20貫目入1本につき出4匁、入15匁
26 織草 〇 〇 16貫目につき出・入1匁
27 紫根 〇 － 16貫目につき出14匁
28 紺屋灰 〇 〇 5斗入1俵につき出・入1匁

表6　嘉永3年（1850）弘前藩領における移出入品（衣料・染織関係）

嘉永3年「湊出入御役帳」（弘前市立弘前図書館蔵八木橋文庫、『青森県史』資料編近世2 738号）による

　

弘
前
藩
領
に
お
け
る
木
綿
の
供
給
の
あ
り
か
た
は
、
基
本
的
に
他
領
か
ら
の
移
入

に
大
き
く
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
体
質
で
あ
り
、
し
か
も
移
入
さ
れ
た
木
綿
の

ほ
と
ん
ど
は
領
内
に
流
通
し
領
民
に
よ
り
消
費
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
弘
化
・
嘉
永
期
に
至
る
と
、
他
領
に
お
け
る
需
要
に
応
じ
た
津
軽
領
内
か

ら
の
木
綿
の
移
出
が
行
わ
れ
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
時
、
津
軽
領
内
へ
の
木
綿
移

入
が
概
ね
安
定
し
、
津
軽
領
内
の
需
要
を
あ
る
程
度
満
た
す
こ
と
が
実
現
し
て
い
た

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
2
）
農
民
に
よ
る
木
綿
・
古
手
の
入
手
状
況

　

弘
前
の
み
な
ら
ず
九
浦
や
在
方
に
お
け
る
木
綿
・
古
手
販
売
に
よ
り
、
津
軽
領
内

に
は
相
当
量
の
木
綿
・
古
手
類
が
流
通
し
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
実
際
に
一
般

農
民
に
よ
る
木
綿
・
古
手
類
の
入
手
状
況
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
古
川
古

松
軒
「
東
遊
雑
記
」（
東
洋
文
庫
27
『
東
遊
雑
記
』 

平
凡
社 

一
九
六
四
年
）
天
明
八

年
（
一
七
八
八
）
七
月
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　

十
五
日
碇
の
関
発
足
、（
中
略
）

　

予
在
中
の
百
姓
家
に
入
り
て
風
俗
を
尋
ね
聞
く
に
、
中
よ
り
下
の
百
姓
は
綿

入
れ
の
衣
は
貯
え
着
る
こ
と
聞
か
ず
、
麻
布
を
刺
子
〔
布
を
重
ね
合
わ
せ
、
い

ろ
い
ろ
な
意
匠
の
し
し
ゅ
う
を
し
た
衣
〕
と
し
て
寒
中
は
三
枚
も
か
さ
ね
て
着

て
こ
と
足
り
ぬ
と
い
え
り
。
中
以
上
の
人
は
、
大
坂
よ
り
廻
る
古
着
を
買
い
求

め
て
着
る
な
り
。

十
八
世
紀
末
頃
の
状
況
と
し
て
、
下
層
農
民
は
綿
入
れ
を
調
達
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
た
め
麻
布
に
刺
し
子
を
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
三
枚
重
ね
て
寒
さ
を
凌
い
で
い
た
。

一
方
、
中
層
以
上
の
農
民
は
大
坂
か
ら
廻
漕
さ
れ
た
古
手
を
購
入
し
て
着
用
し
た
と
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木
綿
帯
」「
か
ち
ん
付
通
股
引
」（
か
ち
ん
は
褐
色
で
、
濃
い
藍
色
の
こ
と
）
と
、
町

人
の
衣
類
は
農
民
の
も
の
と
は
対
照
的
に
、
木
綿
を
常
用
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。

お
わ
り
に

　

弘
前
藩
領
に
お
い
て
、
他
領
か
ら
の
移
入
に
よ
り
供
給
さ
れ
た
木
綿
の
お
も
な
消

費
者
は
、
基
本
的
に
藩
士
お
よ
び
町
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
十
八
世
紀
末
に
農
民
に

対
し
て
木
綿
の
使
用
が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
こ
れ
以
降
は
領

内
全
体
の
木
綿
の
需
要
が
増
大
し
た
と
み
て
支
障
な
い
。

　

当
時
木
綿
・
古
手
類
は
、
諸
廻
船
の
商
売
荷
物
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
乗
組
員

の
帆
待
荷
物
と
し
て
も
廻
漕
さ
れ
、
津
軽
領
内
に
供
給
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
十

七
・
十
八
世
紀
末
頃
ま
で
は
、
慢
性
的
に
供
給
不
足
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
移
入
量
も

少
な
い
た
め
木
綿
価
格
は
依
然
と
し
て
高
く
、
一
般
領
民
の
購
買
意
欲
は
落
ち
込
み
、

領
内
の
木
綿
市
場
は
低
迷
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
弘
前
藩
と
し
て
は
、
木
綿
移

入
に
か
か
る
徴
収
役
銀
の
引
き
下
げ
な
ど
の
措
置
に
よ
り
木
綿
移
入
の
増
大
を
目
指

す
も
の
の
、
そ
の
実
現
は
困
難
を
極
め
た
。

　

木
綿
・
古
手
類
の
ほ
か
、
繰
綿
・
打
綿
な
ど
の
木
綿
の
中
間
製
品
も
移
入
さ
れ
る

な
ど
、
領
内
の
木
綿
関
連
商
品
の
取
り
扱
い
は
徐
々
に
充
実
し
て
い
っ
た
よ
う
だ
。

領
内
諸
湊
に
荷
揚
げ
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
木
綿
関
連
商
品
は
、
問
屋
を
通
す
な
ど
し
た

の
ち
、
弘
前
の
み
な
ら
ず
在
方
の
木
綿
商
人
の
も
と
に
輸
送
さ
れ
各
店
舗
で
販
売
さ

れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
般
農
民
も
購
入
可
能
な
流
通
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
領
内
全
体
に
木
綿
市
場
が
拡
大
さ
れ
る
な
か

い
う
こ
と
か
ら
、
当
時
在
方
に
も
古
手
が
流
通
し
、
一
部
の
農
民
が
購
入
し
て
い
た

と
み
ら
れ
る
。

　

十
八
世
紀
後
半
の
一
般
領
民
の
衣
類
の
様
相
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
触
れ
て
お
き

た
い
。「
国
日
記
」
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
八
月
二
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
深
浦

町
の
馬
子
傅
次
郎
の
着
衣
は
「
白
布
こ
き
ん
」
に
「
帯
布
三
尺
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

女
房
殺
害
未
遂
の
容
疑
者
と
し
て
指
名
手
配
さ
れ
て
い
た
薄
市
村
の
高
無
孫
蔵
の
聟

で
あ
る
孫
助
の
場
合
、「
布
短
小
き
ん
」「
古
あ
つ
し
山
か
け
」「
布
黒
染
山
か
け
」「
ご

は
ん
大
嶋
風
呂
敷
」「
白
布
三
尺
」「
白
も
め
ん
手
拭
」「
白
布
古
も
ヽ
引
」「
が
ま
は
ヽ

き
」
を
身
に
着
け
て
い
た
（「
国
日
記
」
宝
暦
八
年
九
月
十
三
日
条
）。
こ
の
よ
う
に
、

麻
の
こ
ぎ
ん
に
麻
の
股
引
を
つ
け
、
麻
の
三
尺
帯
を
締
め
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な

服
装
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
古
懸
村
門
前
の
百
姓
長
五
郎
の
借
子
で
、
長
五
郎
の

妹
せ
ん
を
鐇
で
切
り
つ
け
逃
走
し
て
い
た
長
次
郎
の
衣
服
は
、「
表
茶
小
紋
裏
寸
甫

之
綿
入
」「
山
衣
装
布
短
こ
ぎ
ん
」「
白
木
綿
短
肌
着
」
で
あ
っ
た
（「
国
日
記
」
宝

暦
十
年
三
月
二
十
七
日
条
）。
農
民
も
木
綿
を
入
手
し
て
い
た
実
態
が
こ
れ
に
よ
り

確
認
さ
れ
よ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
一
般
農
民
は
年
間
を
通
し
て
麻
で
で
き
た
丈
の
短
い

こ
ぎ
ん
に
麻
の
股
引
を
着
用
す
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
服
装
で
あ
っ
た
が
、
寒
い

時
期
に
は
、
綿
入
や
木
綿
の
肌
着
な
ど
を
着
用
し
て
保
温
性
を
高
め
防
寒
対
策
を
し

て
過
ご
し
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、「
国
日
記
」
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
十
二
月
十
五
日
条
に
よ
れ
ば
、

弘
前
覚
勝
院
町
（
の
ち
覚
仙
町
）
の
伊
兵
衛
の
着
衣
は
、
木
綿
の
「
花
色
布
子
」（
花

色
は
縹
色
で
藍
染
め
の
浅
葱
と
藍
の
中
間
く
ら
い
の
濃
さ
の
色
、
布
子
〔
ぬ
の
こ
〕

は
木
綿
の
綿
入
れ
）
に
同
じ
く
木
綿
の
「
花
色
袷
」、
さ
ら
に
木
綿
の
「
小
嶋
袷
」「
嶋
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で
、
上
方
な
ど
木
綿
の
供
給
地
の
綿
作
の
状
況
如
何
に
よ
っ
て
は
、
木
綿
の
移
入
量

と
価
格
が
常
に
変
動
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
弘
前
に
お
い
て
は
深
刻
な
在
庫
不

足
に
見
舞
わ
れ
る
事
態
も
生
じ
た
。
弘
前
藩
は
領
内
の
木
綿
需
要
へ
の
対
応
を
求
め

ら
れ
た
も
の
の
、
木
綿
の
安
定
供
給
、
そ
し
て
価
格
安
定
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
は
甚

だ
困
難
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
領
内
で
自
給
で
き
な
い
木
綿
の

入
手
は
、
あ
く
ま
で
も
移
入
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
あ
り
か
た
に
起
因
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
十
九
世
紀
前
半
、
領
内
に
お
け

る
木
綿
需
要
の
伸
び
は
、
弘
前
藩
に
よ
る
監
視
の
目
を
搔
い
潜
っ
た
不
正
移
入
や
適

正
で
な
い
売
買
も
行
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

弘
前
藩
は
、
基
本
的
に
は
弘
前
本
町
の
木
綿
商
売
お
よ
び
下
土
手
町
の
古
手
商
売

を
奨
励
し
そ
の
振
興
を
図
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
九
浦
を
は
じ
め
在
方
に
お

け
る
木
綿
・
古
手
家
業
も
許
可
し
、
さ
ら
に
在
方
の
商
人
が
問
屋
な
ど
を
通
さ
ず
直

接
上
方
な
ど
か
ら
仕
入
れ
る
こ
と
も
認
め
る
な
ど
し
て
、
在
方
へ
の
木
綿
流
通
を
も

促
進
さ
せ
た
。
在
方
に
お
け
る
木
綿
・
古
手
商
売
は
、
弘
前
お
よ
び
両
浜
に
お
け
る

商
売
の
衰
退
を
招
く
ほ
ど
ま
で
に
活
発
化
し
、
在
方
の
木
綿
市
場
は
か
つ
て
な
い
ほ

ど
の
活
況
を
呈
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
在
方
に
お
け
る
木
綿
市
場
の
隆
盛
を

背
景
に
、
十
八
世
紀
末
頃
に
は
、
下
層
農
民
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
一
般
領
民
が
、
少

な
く
と
も
古
手
の
か
た
ち
で
木
綿
衣
料
を
入
手
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

弘
化
・
嘉
永
期
に
至
る
と
、
木
綿
・
古
手
・
繰
綿
・
篠
巻
な
ど
の
木
綿
関
連
商
品

は
、
移
入
の
み
な
ら
ず
津
軽
領
内
諸
湊
か
ら
の
移
出
も
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
よ

う
だ
。
こ
の
点
に
は
、
当
該
地
域
が
他
領
か
ら
の
移
入
木
綿
の
消
費
地
と
し
て
の
位

置
づ
け
の
み
な
ら
ず
、
他
領
の
木
綿
需
要
に
対
す
る
一
供
給
地
と
し
て
の
機
能
を
有

し
て
い
た
点
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、
こ
の
時
期
に
は
津
軽
領
内
へ
の

木
綿
移
入
が
概
ね
安
定
し
、
同
領
内
の
需
要
を
あ
る
程
度
は
充
足
さ
せ
る
こ
と
が
実

現
し
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

幕
末
期
、
一
般
領
民
の
間
に
奢
侈
品
を
求
め
る
風
潮
が
波
及
す
る
な
か
で
、
本
来

禁
止
さ
れ
て
い
る
触
売
か
ら
木
綿
を
購
入
す
る
な
ど
の
不
正
な
売
買
や
物
価
の
高
騰

が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
農
村
部
に
お
け
る
木
綿
需
要
と
購
買
力
は
、
流
通
統
制
の
混

乱
を
招
く
ほ
ど
、
か
つ
て
な
い
勢
い
で
上
昇
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
1
）
北
奥
地
域
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
八
戸
藩
に
お
け
る
木
綿
流
通
の
あ
り
か
た
に
つ
い

て
は
、
三
浦
忠
司
『
八
戸
湊
と
八
戸
藩
の
海
運
』（
八
戸
港
湾
運
送
株
式
会
社　

一

九
九
〇
年
）
に
詳
し
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
木
綿
は
種
々
の
産
物
の
売
買
を
管
掌
し

て
い
た
御
調
役
所
、
そ
し
て
そ
の
下
に
置
か
れ
た
町
方
の
機
関
で
あ
る
御
用
会
所
を

経
由
し
て
領
内
に
流
入
し
、
販
売
・
流
通
さ
れ
て
い
く
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
と
さ

れ
る
。
そ
の
木
綿
の
流
通
統
制
の
基
本
的
仕
組
み
は
、〔
御
調
役
所
〕
―
〔
御
用
会

所
―
支
配
人
〕
―
〔
木
綿
仲
間
（
問
屋
仲
間
）〕
―
〔
店
売
り
・
背
負
い
売
り
・
立

ち
売
り
〕
と
い
う
図
式
で
、
移
入
さ
れ
た
木
綿
は
御
調
役
所
の
監
督
の
下
に
御
用
会

所
を
通
じ
て
木
綿
仲
間
の
問
屋
商
人
に
渡
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
証
文
や
鑑
札
を
得
て
い

た
店
売
り
な
ど
の
小
売
り
商
人
へ
卸
さ
れ
て
販
売
さ
れ
た
と
い
う
。

（
2
）『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
2
（
青
森
県　

二
〇
〇
二
年
、
以
下
『
青
森
県
史
』

資
料
編
近
世
2
と
す
る
）
九
八
号
。

（
3
）
黒
瀧
十
二
郎「
法
令
よ
り
見
た
る
津
軽
藩
士
の
生
活
：
衣
食
住
を
中
心
と
し
て
」『
弘

前
大
学
國
史
研
究
』
八
六
号
（
弘
前
大
学
國
史
研
究
会　

一
九
八
九
年
）、
黒
瀧
十

二
郎
「
法
令
よ
り
見
た
る
津
軽
藩
の
町
人
の
生
活
（
上
）」『
弘
前
大
学
國
史
研
究
』

九
一
号
（
弘
前
大
学
國
史
研
究
会　

一
九
九
一
年
）、
黒
瀧
十
二
郎
「
法
令
よ
り
見

た
る
津
軽
藩
の
町
人
の
生
活
（
下
）」『
弘
前
大
学
國
史
研
究
』
九
二
号
（
弘
前
大
学
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國
史
研
究
会　

一
九
九
二
年
）、
黒
瀧
十
二
郎
「
法
令
よ
り
見
た
る
津
軽
藩
の
農
民

の
生
活
」『
弘
前
大
学
國
史
研
究
』
九
五
号
（
弘
前
大
学
國
史
研
究
会　

一
九
九
五

年
）、
黒
瀧
十
二
郎
『
津
軽
藩
政
時
代
の
生
活
』（
北
方
新
社　

一
九
九
三
年
）、
黒

瀧
十
二
郎
『
弘
前
藩
政
の
諸
問
題
』（
北
方
新
社　

一
九
九
七
年
）。

（
4
）
西
村
綏
子
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
衣
服
規
制
に
つ
い
て
―
盛
岡
藩
の
場
合
（
2
）

―
」『
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
』
第
四
七
号
（
岡
山
大
学
教
育
学
部　

一
九

七
七
年
）。

（
5
）
西
村
綏
子
「
江
戸
幕
府
法
に
お
け
る
衣
服
規
制
の
変
遷
」『
岡
山
大
学
教
育
学
部

研
究
集
録
』
第
四
八
号
（
岡
山
大
学
教
育
学
部　

一
九
七
八
年
）。

（
6
）『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
3
近
世
（
1
）（
青
森
市　

二
〇
〇
二
年
、
以
下
『
新
青

森
市
史
』
資
料
編
3
近
世
（
1
）
と
す
る
）
四
号
。

（
7
）
水
主
の
「
私
物
」
と
は
帆
待
（
ほ
ま
ち
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
帆
待
と
は
、
運
賃

積
み
船
の
乗
組
員
が
運
送
契
約
以
外
の
私
の
荷
物
や
他
人
か
ら
依
頼
さ
れ
た
荷
物
を

内
密
に
運
送
し
収
入
を
得
る
こ
と
で
、
買
積
船
の
場
合
は
船
主
の
了
解
を
得
て
一
定

量
ま
で
が
許
さ
れ
た
。

（
8
）『
新
編
弘
前
市
史
』
資
料
編
2
近
世
編
1
（
弘
前
市
市
長
公
室
企
画
課　

二
〇
〇

〇
年
、
以
下
『
新
編
弘
前
市
史
』
資
料
編
2
近
世
編
1
と
す
る
）
一
一
〇
四
号
。

（
9
）「
津
軽
家
御
定
書
」三『
新
青
森
市
史
』資
料
編
3
近
世（
1
）　

三
六
号
・
三
七
号
。

（
10
）「
国
日
記
」
同
日
条
『
新
編
弘
前
市
史
』
資
料
編
3
近
世
編
2
（
弘
前
市
市
長
公

室
企
画
課　

二
〇
〇
〇
年
）
二
五
八
号
。

（
11
）「
津
軽
家
御
定
書
」
史
料
館
叢
書
3
『
津
軽
家
御
定
書
』（
東
京
大
学
出
版
会 

一
九

八
一
年
）
一
〇
五
・
一
〇
六
号
。

（
12
）
同
前
一
一
〇
号
。

（
13
）
弘
化
二
年「
所
々
湊
出
入
御
役
帳
」な
ら
び
に
嘉
永
三
年「
湊
出
入
御
役
帳
」に
は
、

「
木
綿
」「
繰
綿
」
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
綿
製
品
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
詳
細
不
明
で

あ
る
。
た
だ
し
、
南
京
綿
と
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版　

第
十
巻
（
二
〇
〇

一
年　

小
学
館
）
に
よ
れ
ば
、
京
坂
地
方
で
打
ち
直
し
し
た
綿
を
い
う
。

（
14
）
糸
車
に
か
け
て
糸
を
引
き
出
す
た
め
に
、
綿
を
細
い
竹
に
巻
い
て
細
長
い
筒
状
に

し
た
も
の
。

【
付
記
】
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
弘
前
大
学
名
誉
教
授
の
長
谷
川
成
一
先
生

か
ら
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
い
し
や
ま
・
あ
き
こ　

あ
お
も
り
北
の
ま
ほ
ろ
ば
歴
史
館
副
館
長
）


